
 

「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の一部改正について 

令和６年４月１日 

 

 

 「特定技能外国人受入れに関する運用要領」について、下記のとおり必要な改正を行いましたので、公表します。 

 

記 

赤字は修正部分 

通し

番号 

該当ページ 

（改正後） 
改正箇所 現行 改正 

1 P.6-7 第２章 制度の概要 

第３節 

「特定技能外国人受

入れ手続の流れ」 

〇６つ目 

○ 一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこと

が見込まれる機関については、当該機関に該当する

ことを立証する資料及び書類省略に当たっての誓約

書（参考様式第１－２９号）を提出することで、在

留諸申請に必要な書類のうち特定技能所属機関が準

備する書類の提出を省略することが可能です（ただ

し、提出を省略した書類についても、必要に応じて

地方出入国在留管理局から提出を求められた場合は

提出いただく必要があることに留意願います。）。 

対象となる機関及び省略を認める書類は以下の

とおりですが、詳細は、出入国在留管理庁ホームペ

ージを御参照ください。 

（対象となる機関） 

過去３年間に指導勧告書の交付を受けていない

機関であって、かつ以下のいずれかに該当する機関 

① 日本の証券取引所に上場している企業 

② 保険業を営む相互会社 

③ 高度専門職省令第１条第１項各号の表の特

○ 一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこと

が見込まれる機関等については、当該機関に該当す

ることを立証する資料及び書類省略に当たっての誓

約書（参考様式第１－２９号）を提出することで、

在留諸申請に必要な書類のうち特定技能所属機関が

準備する書類の提出を省略することが可能です（た

だし、提出を省略した書類についても、必要に応じ

て地方出入国在留管理局から提出を求められた場合

は提出いただく必要があることに留意願います。）。 

対象となる機関及び省略を認める書類は以下の

とおりですが、詳細は、出入国在留管理庁ホームペ

ージを御参照ください。 

（対象となる機関） 

過去３年間に指導勧告書の交付を受けていない

機関であって、かつ以下のいずれかに該当する機関 

① 日本の証券取引所に上場している企業 

② 保険業を営む相互会社 

③ 高度専門職省令第１条第１項各号の表の特



別加算の項の中欄イ又はロの対象企業（イノベ

ーション創出企業） 

④ 一定の条件を満たす企業等 

⑤ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書

合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴

収税額が１，０００万円以上ある団体・個人 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（省略を認める書類） 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１号） 

・登記事項証明書 

・業務執行に関与する役員の住民票の写し 

・特定技能所属機関の役員に関する誓約書（参考様式

第１－２３号） 

・（特定技能所属機関の）労働保険料の納付に係る資料 

・（特定技能所属機関の）社会保険料の納付に係る資料 

・（特定技能所属機関の）国税の納付に係る資料 

・（特定技能所属機関の）法人住民税の納付に係る資料 

・特定技能外国人の報酬に関する説明書（参考様式第

１－４号） 

・徴収費用の説明書（参考様式第１－９号） 

・雇用の経緯に係る説明書（参考様式第１－１６号） 

別加算の項の中欄イ又はロの対象企業（イノベ

ーション創出企業） 

④ 一定の条件を満たす企業等 

⑤ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書

合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴

収税額が１，０００万円以上ある団体・個人 

⑥ 出入国在留管理庁電子届出システムにおい

て利用者情報登録を行い、かつ、既に特定技能

外国人を受け入れている場合は電子届出シス

テムにより届出を行っている機関 

   ※ 当該機関に該当する場合は、書類省略に当

たっての誓約書（参考様式第１－２９号）のほ

か、出入国在留管理庁電子届出システムに関す

る誓約書（参考様式第１－３０号）を提出して

ください。 

（省略を認める書類） 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－１

号） 

・登記事項証明書 

・業務執行に関与する役員の住民票の写し 

・特定技能所属機関の役員に関する誓約書（参考様式

第１－２３号） 

・（特定技能所属機関の）労働保険料の納付に係る資料 

・（特定技能所属機関の）社会保険料の納付に係る資料 

・（特定技能所属機関の）国税の納付に係る資料 

・（特定技能所属機関の）法人住民税の納付に係る資料 

・特定技能外国人の報酬に関する説明書（参考様式第

１－４号） 

・徴収費用の説明書（参考様式第１－９号） 



・雇用の経緯に係る説明書（参考様式第１－１６号） 

2 P.10-1１ 第３章 在留資格「特

定技能」 

 第１節 

「特定技能１号」 

〇５つ目 

 

【指定内容】 

出入国管理及び難民認定法別表第１の２の表の特

定技能の項の下欄第１号の規定に基づき、同号に定め

る活動を行うことのできる本邦の公私の機関及び特

定産業分野を次のとおり指定します。 

・本邦の公私の機関 

氏名又は名称  ○○○○株式会社 

住    所  ○○県○○市○○町１－１ 

・特定産業分野   ○○ 

（複数の分野を指定する場合）主たる分野：○○、従

たる分野：○○                 

（参考） 

従事する業務区分は、○○○○○とする。 

【指定内容】 

出入国管理及び難民認定法別表第１の２の表の特定

技能の項の下欄第１号の規定に基づき、同号に定める

活動を行うことのできる本邦の公私の機関及び特定産

業分野を次のとおり指定します。 

・本邦の公私の機関 

氏名又は名称  ○○○○株式会社 

住    所  ○○県○○市○○町１－１ 

・特定産業分野   ○○ 

（複数の分野を指定する場合）主たる分野：○○、従

たる分野：○○ 

 

 

3 P.１１ 【留意事項】 

〇３つ目 

（新設） ○ 在留資格変更申請中は、変更予定の就労先での就

労活動は認められません。 

4 P.１２ 第３章 第２節 

「特定技能２号」 

〇６つ目 

【指定内容】 

出入国管理及び難民認定法別表第１の２の表の特

定技能の項の下欄第２号の規定に基づき、同号に定め

る活動を行うことのできる本邦の公私の機関及び特

定産業分野を次のとおり指定します。 

・本邦の公私の機関 

氏名又は名称  ○○○○株式会社 

住    所  ○○県○○市○○町１－１ 

・特定産業分野   ○○ 

（複数の分野を指定する場合）主たる分野：○○、従

たる分野：○○ 

（参考） 

従事する業務区分は、○○○○○とする。 

【指定内容】 

出入国管理及び難民認定法別表第１の２の表の特定

技能の項の下欄第２号の規定に基づき、同号に定める

活動を行うことのできる本邦の公私の機関及び特定産

業分野を次のとおり指定します。 

・本邦の公私の機関 

氏名又は名称  ○○○○株式会社 

住    所  ○○県○○市○○町１－１ 

・特定産業分野   ○○ 

（複数の分野を指定する場合）主たる分野：○○、従

たる分野：○○ 

 



5 P.１２ 第３章 第２節 

【留意事項】 

〇３つ目 

（新設） ○ 在留資格変更申請中は、変更予定の就労先での就

労活動は認められません。 

6 P.16 

 

第４章 特定技能外

国人に関する基準 

第１節 「特定技能１

号」 

（３）技能水準に関

するもの 

【留意事項】 

〇５つ目 

・１つ目 

・「退学・除籍留学生」（所属していた教育機関にお

ける在籍状況が良好でないことを理由とするもの

をいい、所定の課程を修了して卒業した者を含まな

い（在留資格「留学」に応じた活動を行わないで在

留していたことにつき正当な理由がある場合を除

く。）。） 

・「退学・除籍留学生」（所属していた教育機関にお

ける在籍状況が良好でないことを理由とするものを

いい、所定の課程を修了した者を含まない（在留資

格「留学」に応じた活動を行わないで在留していた

ことにつき正当な理由がある場合を除く。）。） 

7 P.17 【留意事項】 

〇７つ目 

○ 「技能実習２号を良好に修了している」とは、技

能実習を２年１０か月以上修了し、①第２号技能実

習計画における目標である技能検定３級若しくはこ

れに相当する技能実習評価試験（専門級）の実技試

験に合格していること、又は、②技能検定３級及び

これに相当する技能実習評価試験（専門級）の実技

試験に合格していないものの、特定技能外国人が技

能実習を行っていた実習実施者（旧技能実習制度に

おける実習実施機関を含む。）が当該外国人の実習中

の出勤状況や技能等の修得状況、生活態度等を記載

した評価に関する書面により、技能実習２号を良好

に修了したと認められることをいいます。ただし、

特定技能外国人を受け入れようとする特定技能所属

機関が、当該外国人を技能実習生として受け入れて

いた実習実施者である場合（当該外国人が技能実習

２号を修了して帰国した後に、同一の実習実施者と

特定技能雇用契約を締結する場合を含む。）には、過

○ 「技能実習２号を良好に修了している」とは、技

能実習を２年１０か月以上修了し、①第２号技能実

習計画における目標である技能検定３級若しくはこ

れに相当する技能実習評価試験（専門級）の実技試

験に合格していること、又は、②技能検定３級及び

これに相当する技能実習評価試験（専門級）の実技

試験に合格していないものの、特定技能外国人が技

能実習を行っていた実習実施者（旧技能実習制度に

おける実習実施機関を含む。）が当該外国人の実習中

の出勤状況や技能等の修得状況、生活態度等を記載

した評価に関する書面により、技能実習２号を良好

に修了したと認められることをいいます。ただし、

特定技能外国人を受け入れようとする特定技能所属

機関が、当該外国人を技能実習生として受け入れて

いた実習実施者である場合（当該外国人が技能実習

２号を修了して帰国した後に、同一の実習実施者と

特定技能雇用契約を締結する場合を含む。）には、過



去１年以内に技能実習法の「改善命令」（技能実習法

施行前の旧制度における「改善指導」を含む。）を受

けていない場合には、技能検定３級又はこれに相当

する技能実習評価試験（専門級）の実技試験の合格

証明書の写し及び評価調書の提出を省略することが

できます。 

去１年以内に技能実習法の「改善命令」を受けてい

ない場合には、技能検定３級又はこれに相当する技

能実習評価試験（専門級）の実技試験の合格証明書

の写し及び評価調書の提出を省略することができま

す。 

8 P.20 （４）日本語能力に

関するもの 

【留意事項】 

〇４つ目 

○ 「技能実習２号を良好に修了している」とは、技

能実習を２年１０か月以上修了し、①第２号技能実

習計画における目標である技能検定３級若しくは

これに相当する技能実習評価試験（専門級）の実技

試験に合格していること、又は、②技能検定３級及

びこれに相当する技能実習評価試験（専門級）の実

技試験に合格していないものの、特定技能外国人が

技能実習を行っていた実習実施者（旧技能実習制度

における実習実施機関を含む。）が当該外国人の実

習中の出勤状況や技能等の修得状況、生活態度等を

記載した評価に関する書面により、技能実習２号を

良好に修了したと認められることをいいます。ただ

し、特定技能外国人を受け入れようとする特定技能

所属機関が、当該外国人を技能実習生として受け入

れていた実習実施者である場合（当該外国人が技能

実習２号を修了して帰国した後に、同一の実習実施

者と特定技能雇用契約を締結する場合を含む。）に

は、過去１年以内に技能実習法の「改善命令」（技能

実習法施行前の旧制度における「改善指導」を含

む。）を受けていない場合には、技能検定３級又は

これに相当する技能実習評価試験（専門級）の実技

試験の合格証明書の写し及び評価調書の提出を省

略することができます。 

○ 「技能実習２号を良好に修了している」とは、技

能実習を２年１０か月以上修了し、①第２号技能実

習計画における目標である技能検定３級若しくはこ

れに相当する技能実習評価試験（専門級）の実技試

験に合格していること、又は、②技能検定３級及び

これに相当する技能実習評価試験（専門級）の実技

試験に合格していないものの、特定技能外国人が技

能実習を行っていた実習実施者（旧技能実習制度に

おける実習実施機関を含む。）が当該外国人の実習中

の出勤状況や技能等の修得状況、生活態度等を記載

した評価に関する書面により、技能実習２号を良好

に修了したと認められることをいいます。ただし、

特定技能外国人を受け入れようとする特定技能所属

機関が、当該外国人を技能実習生として受け入れて

いた実習実施者である場合（当該外国人が技能実習

２号を修了して帰国した後に、同一の実習実施者と

特定技能雇用契約を締結する場合を含む。）には、過

去１年以内に技能実習法の「改善命令」を受けてい

ない場合には、技能検定３級又はこれに相当する技

能実習評価試験（専門級）の実技試験の合格証明書

の写し及び評価調書の提出を省略することができま

す。 



9 P.２３ （６）通算在留期間

に関するもの 

【留意事項】 

〇５つ目 

（新設） 〇 「特定技能１号」での通算在留期間を把握しよう

とする場合においては、保有個人情報等の開示請求

をしていただく必要があります。 

10 P.２６ （８）費用負担の合

意に関するもの 

〇７つ目 

（新設） ○ その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担

する費用については、特定技能所属機関等が定期に

徴収する場合、当該費用の対価として提供される利

益が特定技能外国人本人に帰属するものであり、か

つ、特定技能外国人がその内容を十分に理解した上

で特定技能所属機関等と特定技能外国人との間で合

意している合理的な額でなければなりません。 

11 P.３３ 第２節 

「特定技能２号」 

（６）費用負担の合

意に関するもの 

〇６つ目 

（新設） ○ 特定技能外国人が居住する住居に付随する家電、

家具、食器などの備品のほか、火災保険、損害保険等

を特定技能所属機関が定期に徴収する場合について

は、当該費用の対価として提供される利益が特定技

能外国人本人に帰属するものであり、かつ、特定技

能外国人が当該利益の提供を受けることを十分理解

していることに留意してください。 

その上で、これらの徴収する費用の請求が実費の範

囲内であり、備品の耐用年数や入居する特定技能外

国人の人数等を勘案して算出した合理的な額であれ

ば、特定技能外国人と特定技能所属機関の間で合意

している限りにおいて、要件を満たすものとし、居

住地又はその他費用に算入することができます。 

その際、設置する備品が従物か付加一体物である

か、購入したものか借り上げた（レンタルした）もの

か、又は自己所有物件か借上物件かのいずれかによ

って区別しないこととします。 

なお、火災保険や損害保険等の利益が特定技能外



国人に帰属するかの判断については、被保険者や保

険金の請求権者が特定技能外国人本人であることな

ど、保険の内容等を確認の上、当該保険費用の対価

として提供される利益が特定技能外国人本人に帰属

するものであることに留意してください。 

12 P.43 第５章 特定技能所

属機関に関する基準

等 

第１節 特定技能雇

用契約の内容の基準 

（２）所定労働時間

に関するもの 

【確認対象の書類】 

＜変形労働時間制で

雇用する場合＞ 

・特定技能外国人が十分に理解できる言語を併記した

年間のカレンダーの写し 

・労働基準監督署へ届け出た変形労働時間制に関する

協定書の写し 

・特定技能外国人が十分に理解できる言語を併記した

年間のカレンダーの写し 

・労働基準監督署へ届け出た変形労働時間制に関する

協定書の写し（１年単位の変形労働時間の場合） 

13 P.50 第２節 特定技能雇

用契約の相手方の基

準 

第１ 適合特定技能

雇用契約の適正な履

行の確保に係るもの 

（１）労働、社会保

険及び租税に関する

法令の規定の遵守に

関するもの 

【確認対象の書類】

〇１つ目 

 

○ 労働関係法令の遵守 

＜労働保険の適用事業所の場合＞ 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ

とが見込まれる機関については、書類の提出を

省略することが可能です。詳細は６ページのと

おり。 

＊上記＊に該当しない場合は原則として２年に

１回の提出（注） 

（初めて受入れる場合） 

・労働保険料等納付証明書（未納なし証明） 

（受入れを継続している場合） 

・領収証書の写し（直近２年分）又は口座振替結

果通知ハガキ（直近２年分） 

＊口座振替結果通知ハガキを紛失した場合には都道府

○ 労働関係法令の遵守 

＜労働保険の適用事業所の場合＞ 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ

とが見込まれる機関については、書類の提出を

省略することが可能です。詳細は６ページのと

おり。 

＊上記＊に該当しない場合は原則として２年に

１回の提出（注） 

（初めて特定技能外国人を受入れる場合） 

・労働保険料等納付証明書（未納なし証明） 

（特定技能外国人の受入れを継続している場合） 

・領収証書の写し（直近２年分）又は口座振替結

果通知ハガキ（直近２年分） 

＊口座振替結果通知ハガキを紛失した場合には都道府



県労働局が発行する「労働保険料等口座振替結果の

お知らせ」を提出してください。 

（略） 

県労働局が発行する「労働保険料等口座振替結果の

お知らせ」を提出してください。 

（略） 

14 P.55 （２）非自発的離職者

の発生に関するもの

【確認対象の書類】 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１号） 

   

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ

とが見込まれる機関については、書類の提出を

省略することが可能です。詳細は６ページのと

おり。 

＊上記＊に該当しない場合は原則として３年に１

回の提出 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－１

号） 

  ＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ

とが見込まれる機関については、書類の提出を

省略することが可能です。詳細は６ページのと

おり。 

＊上記＊に該当しない場合は原則として３年に１

回の提出 

15 P.56 （３）行方不明者の発

生に関するもの 

【確認対象の書類】 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１号） 

  

 ＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ

とが見込まれる機関については、書類の提出を

省略することが可能です。詳細は６ページのと

おり。 

＊上記＊に該当しない場合は原則として３年に

１回の提出 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－１

号） 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ

とが見込まれる機関については、書類の提出を

省略することが可能です。詳細は６ページのと

おり。 

＊上記＊に該当しない場合は原則として３年に

１回の提出 

16 P.6１ （５）実習認定の取消

しを受けたことによる

欠格事由 

〇２つ目 

○ なお、技能実習法施行前の技能実習制度において、

不正行為（技能実習の適正な実施を妨げるものとし

て「不正行為」の通知を受けたものに限る。）に及ん

だ場合、後記（７）の出入国又は労働に関する法令

に関し不正又は著しく不当な行為として、当該行為

の終了の日から受入れ停止期間を経過しない者は、

特定技能所属機関になることはできません。 

○ なお、技能実習法施行前の技能実習制度において、

不正行為（技能実習の適正な実施を妨げるものとし

て「不正行為」の通知を受けたものに限る。）に及ん

だ場合、後記（６）の出入国又は労働に関する法令に

関 し 不 正 又 は 著 し く 不 当 な 行 為 と し て 、 当

該行為の終了の日から受入れ停止期間を経過しない

者は、特定技能所属機関になることはできません。 

17 P.71 （１２）派遣形態による

受入れに関するもの

【確認対象の書類】 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１号） 

   

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－１

号） 

  ＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ



○ 派遣元（特定技

能所属機関）関係 

＜分野共通の書類＞ 

・１つ目 

とが見込まれる機関については、書類の提出を

省略することが可能です。詳細は６ページのと

おり。 

＊上記＊に該当しない場合は原則として３年に

１回の提出 

とが見込まれる機関については、書類の提出を

省略することが可能です。詳細は６ページのと

おり。 

＊上記＊に該当しない場合は原則として３年に１

回の提出 

18 P.73 （１４）特定技能雇用

契約継続履行体制に

関するもの 

【確認対象の書類】 

・１つ目 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１号） 

 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ

とが見込まれる機関については、書類の提出を

省略することが可能です。詳細は６ページのと

おり。 

＊上記＊に該当しない場合は原則として３年に１

回の提出 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－１

号） 

  ＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ

とが見込まれる機関については、書類の提出を

省略することが可能です。詳細は６ページのと

おり。 

＊上記＊に該当しない場合は原則として３年に１

回の提出 

19 P.74 【留意事項】 

〇３つ目 

 

○ 設立後最初の決算期（確定申告時期）を経ていな

い場合（特定技能所属機関概要書（参考様式第１－

１１号）の２欄に記載できない場合）には、当該決

算期（確定申告時期）を経た直後の在留諸申請にお

いて、特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１

１号）の提出が必要となります。 

○ 設立後最初の決算期（確定申告時期）を経ていな

い場合（特定技能所属機関概要書（参考様式第１－

１１－１号）の２欄に記載できない場合）には、当

該決算期（確定申告時期）を経た直後の在留諸申請

において、特定技能所属機関概要書（参考様式第１

－１１－１号）の提出が必要となります。 

20 P.77 第２ 適合１号特定

技能外国人支援計画

の適正な実施の確保

に係るもの 

（１）中長期在留者

の受入れ実績等に関

するもの 

【確認対象の書類】 

＜共通＞ 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１号） 

 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが

見込まれる機関については、書類の提出を省略する

ことが可能です。詳細は６ページのとおり。 

＊上記＊に該当しない場合は原則として３年に１回

の提出 

 

 

＜共通＞ 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－１

号） 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが

見込まれる機関については、書類の提出を省略する

ことが可能です。詳細は６ページのとおり。 

＊上記＊に該当しない場合は原則として３年に１回の

提出 

＜第１号イに該当する場合＞ 

・受け入れた中長期在留者リスト（参考様式第１－１



 

＜第１号ロに該当する場合＞ 

・支援責任者の履歴書（参考様式第１－２０号） 

・支援担当者の履歴書（参考様式第１－２２号） 

 

 

＜第１号ハに該当する場合＞ 

・第１号ハに該当（同号イ又はロに掲げる者と同程度

に支援業務を適正に実施することができる    

 者）することの説明書 

・上記説明書の記載内容に係る立証資料 

１－２号） 

＜第１号ロに該当する場合＞ 

・支援責任者の履歴書（参考様式第１－２０号） 

・支援担当者の履歴書（参考様式第１－２２号） 

・生活相談業務を行った中長期在留者リスト（参考様

式第１－１１－３号） 

＜第１号ハに該当する場合＞ 

・第１号ハに該当（同号イ又はロに掲げる者と同程度

に支援業務を適正に実施することができる    

 者）することの説明書 

・上記説明書の記載内容に係る立証資料 

21 P.78 【留意事項】 

〇５つ目 

○ 第１号イに関し、「中長期在留者の受入れ又は管理

を適正に行った」とは、少なくとも１名以上、法別表

第１の１の表、２の表及び５の表の上欄の在留資格

（収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける

活動を行うことができる在留資格に限る。）をもって

在留する中長期在留者の受入れ又は管理を行ってお

り、その間、入管法、技能実習法及び労働関係法令と

いった、外国人の受入れ又は管理に関連する法令の

規定を遵守していることをいいます。例えば、雇用

する中長期在留者に対して賃金の不払がある場合

や、雇用契約の不履行に関し違約金契約を締結して

いる場合などは、入管法及び労働関係法令の規定を

遵守しているとは認められません。また、特定技能

所属機関が、技能実習制度における実習実施者（技

能実習法施行前の旧技能実習制度における実習実施

機関である場合を含む。）である場合は、技能実習法

第１５条に規定する「改善命令」及び旧技能実習制

度における「改善指導」（旧上陸基準省令の技能実習

○ 第１号イに関し、「中長期在留者の受入れ又は管理

を適正に行った」とは、少なくとも１名以上、法別表

第１の１の表、２の表及び５の表の上欄の在留資格

（収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける

活動を行うことができる在留資格に限る。）をもって

在留する中長期在留者の受入れ又は管理を行ってお

り、その間、入管法、技能実習法及び労働関係法令と

いった、外国人の受入れ又は管理に関連する法令の

規定を遵守していることをいいます。例えば、雇用

する中長期在留者に対して賃金の不払がある場合

や、雇用契約の不履行に関し違約金契約を締結して

いる場合などは、入管法及び労働関係法令の規定を

遵守しているとは認められません。また、特定技能

所属機関が、技能実習制度における実習実施者（技

能実習法施行前の旧技能実習制度における実習実施

機関である場合を含む。）である場合は、技能実習法

第１５条に規定する「改善命令」又は外国人技能実

習機構から「改善勧告」を受けている場合は、技能実



１号イの基準第１８号の表イからヨまでのいずれ

か、又は、技能実習１号ロの基準第１６号の表イか

らソまでのいずれかに該当するものに限る。）を受け

ている場合は、技能実習法の規定を遵守していると

は認められません。 

習法の規定を遵守しているとは認められません。 

22 P.81 （３）支援の実施状況

に係る文書の作成等

に関するもの 

【留意事項】 

○ １つ目 

④ 支援の実施に関

する管理簿 

ⅵ 相談等に関する

事項 

ⅵ 相談等に関する事項 

・１号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地

域、性別及び在留カード番号 

・相談日時 

・相談内容及び対応内容（面談記録、対応記録） 

・関係行政機関への通報・相談日時及び通報・相談

先の名称 

・実施担当者（通訳人を含む。）の氏名及び所属 

ⅵ 相談等に関する事項 

・１号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性

別及び在留カード番号 

・相談日時 

・相談内容及び対応内容（面談記録、対応記録） 

・関係行政機関への通報・相談日時及び通報・相談先の

名称 

・実施担当者（通訳人を含む。）の氏名及び所属 

 ＊相談記録書（参考様式第５－４号）を保存してくださ

い。 

23 P.82 ⅸ 定期的な面談に

関する事項 

ⅸ 定期的な面談に関する事項 

・１号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地

域、性別及び在留カード番号 

・１号特定技能外国人を監督する立場にある者の氏

名及び役職 

・面談日時 

・面談内容及び対応内容（面談記録、対応記録） 

・実施担当者（通訳人を含む。）の氏名及び所属 

ⅸ 定期的な面談に関する事項 

・１号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性

別及び在留カード番号 

・１号特定技能外国人を監督する立場にある者の氏名及

び役職 

・面談日時 

・面談内容及び対応内容（面談記録、対応記録） 

・実施担当者（通訳人を含む。）の氏名及び所属 

 ＊定期面談報告書（参考様式第５－５号、第５－６号）を

保存してください。 



24 P.82 

 

〇２つ目 （新設） ○ 書面に代えて電磁的記録により文書を作成し、特定技

能外国人を支援する事業所に備えて置くことも認められ

ています。この場合には、以下の方法によることが必要と

なります。 

 ・ 作成された電磁的記録を電子計算機に備えられたフ

ァイル又は光ディスク等（ＣＤ－ＲＯＭ等で一定の事項を

確実に記録しておくことができる物）をもって調製するファ

イルにより保存する方法 

・ 書面に記載されている事項をスキャナ（これに準ずる

画像読取装置を含む。）により読み取ってできた電磁的

記録を電子計算機に備えられたファイル又は光ディスク

等をもって調製するファイルにより保存する方法 

 また、書面によらず電磁的記録により帳簿書類の備付

けを行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された

事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明

瞭な状態で使用に係る電子計算機その他の機器に表

示し、書面を作成できるようにする必要があります。 

25 P.83 （４）支援の中立性に

関するもの 

【確認対象の書類】 

・１つ目 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１号） 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込

まれる機関については、書類の提出を省略することが可能

です。詳細は６ページのとおり。 

＊上記＊に該当しない場合は原則として３年に１回の提出 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－１号） 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込

まれる機関については、書類の提出を省略することが可能

です。詳細は６ページのとおり。 

＊上記＊に該当しない場合は原則として３年に１回の提出 

26 P.103 第７章 特定技能所

属機関に関する届出 

第２節 

１号特定技能外国人

支援計画に関する届

出 

別表（１号特定技能外

③支援計画書に記載した支援責任者が退任した場合 

は届出が必要（②に該当する場合を除く。） 

③支援計画書に記載した支援責任者が退任した場合 

は届出が必要 



国人支援計画の変更

関係） 

項番Ⅱ 

特記事項③ 

27 P.103-104 項番Ⅲ 

添付書類 

＜共通＞ 

・登録支援機関概要書（参考様式第２－２号） 

・１号特定技能外国人支援計画書（参考様式第１―１

７号） 

＜右記①及び②の場合＞ 

・支援責任者の就任承諾書及び誓約書（参考様式第２

－３号） 

・支援責任者の履歴書（参考様式第２－４号） 

＜右記⑦の場合＞ 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１号） 

＜共通＞ 

・１号特定技能外国人支援計画書（参考様式第１―１

７号） 

 

＜右記①及び②の場合＞ 

・支援責任者の就任承諾書及び誓約書（参考様式第２

－３号） 

 

＜右記⑦の場合＞ 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－１

号） 

28 P.104 項番Ⅳ 

添付書類 

＜共通＞ 

・１号特定技能外国人支援計画書（参考様式第１－１

７号） 

＜右記③の場合＞ 

・登録支援機関が支援業務の全部を実施している場合

は支援担当者の履歴書（参考様式第２－６号） 

＜共通＞ 

・１号特定技能外国人支援計画書（参考様式第１－１

７号） 

 

29 P.118 第７章 

第７節 

１号特定技能外国人

支援計画の実施状況

に関する届出 

【留意事項】 

○６つ目 

〇 定期的な面談を実施した場合は、面談の実施状況

を記載した定期面談報告書（参考様式第５－５号、

第５－６号）を添付し、面談の内容及び対応結果を

届け出なければなりません。 

なお、面談の結果、出入国又は労働に関する法令

に関し不正又は著しく不当な行為の発生を知った場

合は、特定技能外国人の保護を図るための措置及び

関係行政機関への通報を行わなければなりません。 

〇 定期的な面談を実施し、問題の有無にかかわらず、

定期面談報告書（参考様式第５－５号、第５－６号）

を作成して、地方出入国在留管理局・支局から求め

があった場合には、いつでも提出できるようにして

おく必要があります。その上で、問題があった場合

は、届出書の支援実施状況欄にその旨記載の上、定

期面談報告書の写しとともに提出してください。他

方で、問題がなかった場合は、届出書の支援実施状



また、出入国又は労働に関する法令に関し不正又

は著しく不当な行為を行った特定技能所属機関は、

地方出入国在留管理局・支局に「出入国又は労働に

関する法令に関し不正又は著しく不当な行為（不正

行為）に係る届出書（参考様式第３－５号）」を提出

する必要があります（同届出の詳細については、本

要領第７章第５節を参照してください。）。 

況欄にその旨記載し提出する必要がありますが、定

期面談報告書の写しの添付は不要です。なお、面談

の結果、出入国又は労働に関する法令に関し不正又

は著しく不当な行為の発生を知った場合は、特定技

能外国人の保護を図るための措置及び関係行政機

関への通報を行わなければなりません。 

また、出入国又は労働に関する法令に関し不正又

は著しく不当な行為を行った特定技能所属機関は、

地方出入国在留管理局・支局に「出入国又は労働に

関する法令に関し不正又は著しく不当な行為（不正

行為）に係る届出書（参考様式第３－５号）」を提出

する必要があります（同届出の詳細については、本

要領第７章第５節を参照してください。）。 

30 P.129 第９章 登録支援機

関 

第１節 登録支援機

関の登録申請 

第３ 登録拒否事由 

（２）登録を取り消され

たことによる拒否事由 

【留意事項】 

○ 欠格事由の対象となる役員については、法人の役

員に形式上なっている者のみならず、実体上法人に

対して強い支配力を有すると認められる者について

も対象となります。具体的には、業務を執行する社

員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、

相談役、顧問その他これらに準ずる者と同等以上の

支配力を有するものと認められる者のことをいいま

す。 

○ 登録拒否事由の対象となる役員については、法人

の役員に形式上なっている者のみならず、実体上法

人に対して強い支配力を有すると認められる者に

ついても対象となります。具体的には、業務を執行

する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者を

いい、相談役、顧問その他これらに準ずる者と同等

以上の支配力を有するものと認められる者のこと

をいいます。 

31 P.134 （６）行方不明者の

発生による拒否事由 

【確認対象の書類】 

・２つ目 

・登録支援機関概要書（参考様式第２－２号） ・登録支援機関概要書（参考様式第２－２－１号又は

第２－２－２号） 

32 P.135 （７）支援責任者及

び支援担当者が選任

されていないことに

よる拒否事由 

・登録支援機関概要書（参考様式第２－２号） ・登録支援機関概要書（参考様式第２－２－１号又は

第２－２－２号） 



【確認対象の書類】 

・２つ目 

33 P.137 （８）中長期在留者

の適正な受入れ実績

がないこと等による

拒否事由 

【確認対象の書類】 

・登録支援機関誓約書（参考様式第２－１号） 

・登録支援機関概要書（参考様式第２－２号） 

 

 

 

 

 

 

 

＜第３号ニに該当する場合＞ 

・第３号ニに該当（同号イからハまでに掲げる者と同

程度に支援業務を適正に実施することができる者）す

ることの説明書 

・上記説明書の記載内容に係る立証資料 

・登録支援機関誓約書（参考様式第２－１号） 

・登録支援機関概要書（参考様式第２－２－１号又は

第２－２－２号） 

＜第３号イに該当する場合＞ 

・受け入れた中長期在留者リスト（参考様式第２－２

－３号） 

＜第３号ハに該当する場合＞ 

・生活相談業務を行った中長期在留者リスト（参考様

式第２－２－４号） 

＜第３号ニに該当する場合＞ 

・第３号ニに該当（同号イからハまでに掲げる者と同

程度に支援業務を適正に実施することができる者）

することの説明書 

・上記説明書の記載内容に係る立証資料 

34 P.138-139 【留意事項】 

〇２つ目 

〇 第３号イに関し、「中長期在留者の受入れ又は管

理を適正に行った」とは、少なくとも１名以上、法

別表第１の１の表、２の表及び５の表の上欄の在留

資格（収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受

ける活動を行うことができる在留資格に限る。）をも

って在留する中長期在留者の受入れ又は管理を行っ

ており、その間、入管法、技能実習法及び労働関係

法令といった、外国人の受入れ又は管理に関連する

法令の規定を遵守していることをいいます。例えば、

雇用する中長期在留者に対して賃金の不払がある場

合や、雇用契約の不履行に関し違約金契約を締結し

ている場合などは、入管法及び労働関係法令の規定

を遵守しているとは認められません。また、登録支

〇 第３号イに関し、「中長期在留者の受入れ又は管理

を適正に行った」とは、少なくとも１名以上、法別

表第１の１の表、２の表及び５の表の上欄の在留資

格（収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受け

る活動を行うことができる在留資格に限る。）をも

って在留する中長期在留者の受入れ又は管理を行

っており、その間、入管法、技能実習法及び労働関

係法令といった、外国人の受入れ又は管理に関連す

る法令の規定を遵守していることをいいます。例え

ば、雇用する中長期在留者に対して賃金の不払があ

る場合や、雇用契約の不履行に関し違約金契約を締

結している場合などは、入管法及び労働関係法令の

規定を遵守しているとは認められません。また、登



援機関となろうとする者が、技能実習制度における

監理団体である場合は、技能実習法第３６条に規定

する「改善命令」及び旧技能実習制度における「改

善指導」（旧上陸基準省令の技能実習１号イの基準第

１８号の表イからヨまでのいずれか、又は、技能実

習１号ロの基準第１６号の表イからソまでのいずれ

かに該当するものに限る。）を受けている場合は、技

能実習法の規定を遵守しているとは認められませ

ん。 

さらに、登録支援機関として、特定技能所属機関

から１号特定技能外国人の支援の全部の実施の委託

を受け、指導や助言等を含めた義務的な支援を適正

に実施した実績については、単なる支援にとどまら

ず受入れ又は管理を行ったものと認められます。な

お、設立されたばかりであるなど、これまでの在籍

者が設立者である代表者の中長期在留者のみの形態

の法人（いわゆる一人親方。個人事業主も同様）に

ついては、第三者の受入れ又は管理を適正に行った

実績とは認められず、要件の充足には他に外国人労

働者の雇用等をしていただく必要があります。 

録支援機関となろうとする者が、技能実習制度にお

ける監理団体である場合は、技能実習法第３６条に

規定する「改善命令」又は外国人技能実習機構「改

善勧告」を受けている場合は、技能実習法の規定を

遵守しているとは認められません。 

さらに、登録支援機関として、特定技能所属機関

から１号特定技能外国人の支援の全部の実施の委

託を受け、指導や助言等を含めた義務的な支援を適

正に実施した実績については、単なる支援にとどま

らず受入れ又は管理を行ったものと認められます。

なお、設立されたばかりであるなど、これまでの在

籍者が設立者である代表者の中長期在留者のみの

形態の法人（いわゆる一人親方。個人事業主も同様）

については、第三者の受入れ又は管理を適正に行っ

た実績とは認められず、要件の充足には他に外国人

労働者の雇用等をしていただく必要があります。 

35 P.１40 （９）情報提供・相

談等の適切な対応体

制がないことによる

拒否事由 

【確認対象の書類】 

・２つ目 

・登録支援機関概要書（参考様式第２－２号） ・登録支援機関概要書（参考様式第２－２－１号又は

第２－２－２号） 

36 P.１42 （１０）支援業務実施に

係る文書の作成等を

しないことによる拒否

ⅵ 日本語を学習する機会の提供に関する事項 

・１号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地

域、性別及び在留カード番号 

ⅵ 日本語を学習する機会の提供に関する事項 

・１号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地

域、性別及び在留カード番号 



事由 

【留意事項】 

〇１つ目 

④ 支援の実施に関

する管理簿 

ⅵ 日本語を学習す

る機会の提供に関す

る事項 

・実施内容 

・実施方法 

・実施担当者（委託先の講師を含む。）の氏名及び役職 

・実施内容 

・実施方法 

・実施担当者（委託先の講師を含む。）の氏名及び役

職 

 ＊相談記録書（参考様式第５－４号）を保存してく

ださい。 

37 P.１43 ⅹ 定期的な面談の

実施に関する管理簿 

ⅹ 定期的な面談の実施に関する管理簿 

・１号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地

域、性別及び在留カード番号 

・監督者の氏名及び役職 

・面談日時 

・面談内容（法令違反行為を認知した場合の関係行

政機関への通報等を含む。） 

・支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職 

ⅹ 定期的な面談の実施に関する管理簿 

・１号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地

域、性別及び在留カード番号 

・監督者の氏名及び役職 

・面談日時 

・面談内容（法令違反行為を認知した場合の関係行政

機関への通報等を含む。） 

・支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職 

 ＊定期面談報告書（参考様式第５－５号、第５－６

号）を保存してください。 

38 P.143 ○４つ目 （新設） ○ 書面に代えて電磁的記録により文書を作成し、特

定技能外国人を支援する事業所に備えて置くことも

認められています。この場合には、以下の方法によ

ることが必要となります。なお、この場合であって

も、支援状況に関し報告又は資料の提出を求められ

た場合は、これに応じることができるよう帳簿は適

正に作成し、保存してください。 

 ・作成された電磁的記録を電子計算機に備えられた

ファイル又は光ディスク等（ＣＤ－ＲＯＭ等で一定

の事項を確実に記録しておくことができる物）をも

って調製するファイルにより保存する方法 



・書面に記載されている事項をスキャナ（これに準

ずる画像読取装置を含む。）により読み取ってでき

た電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル

又は光ディスク等をもって調製するファイルによ

り保存する方法 

 また、書面によらず電磁的記録により帳簿書類の

備付けを行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録

された事項を出力することにより、直ちに整然とし

た形式及び明瞭な状態で使用に係る電子計算機そ

の他の機器に表示し、書面を作成できるようにする

必要があります。 

39 P.１47 第２節 登録支援機

関に関する届出等 

第１ 変更の届出 

別表（登録支援機関

変更事項関係） 

「氏名又は名称」 

添付書類 

＜共通＞ 

登録支援機関概要書（参考様式第２－２号） 登録事項変更に関する届出書別紙（参考様式第４－４

号） 

40 P.１47 「氏名又は名称」 

特記事項 

・支援を行う事務所の名称についても同時に変更とな

る場合には、届出書の変更事項欄及び登録支援機関概

要書（参考様式第 2－2 号）に記載すること。 

・添付の登録支援機関概要書（参考様式第２－２号）

には、該当する変更部分のみを記載すること。 

・支援を行う事務所の名称についても同時に変更とな

る場合には、届出書の変更事項欄及び登録事項変更

に関する届出書別紙（参考様式第４－４号）に記載

すること。 

41 P.１48 「住所」 

添付書類 

＜共通＞ 

登録支援機関概要書（参考様式第２－２号） 登録事項変更に関する届出書別紙（参考様式第４－４

号） 

42 P.１48 「住所」 

特記事項 

・支援業務を行う事務所の所在地についても同時に変

更となる場合には、届出書の変更事項欄及び登録支援

・支援業務を行う事務所の所在地についても同時に変

更となる場合には、届出書の変更事項欄及び登録事



・２つ目 

・３つ目 

機関概要書（参考様式第２－２号）に記載すること。 

・添付の登録支援機関概要書（参考様式第２－２号）

には、該当する変更部分のみを記載すること。 

項変更に関する届出書別紙（参考様式第４－４号）

に記載すること。 

43 P.１48  「代表者の氏名」 

添付書類 

登録支援機関概要書（参考様式第２－２号） 

登記事項証明書 

住民票の写し 

登録事項変更に関する届出書別紙（参考様式第４－４

号） 

登記事項証明書 

住民票の写し（ただし、変更後の代表者が実態として

支援業務に関与していない場合は、登録支援機関の役

員に関する誓約書（参考様式第２－７号） 

44 P.１48 「代表者の氏名」 

特記事項 

・添付の登録支援機関概要書（参考様式第２－２号）

には、該当する変更部分のみを記載すること。 

（削除） 

45 P.１48 「支援業務を行う事

務所の所在地」 

添付書類 

登録支援機関概要書（参考様式第２－２号） 登録事項変更に関する届出書別紙（参考様式第４－４

号） 

46 P.１48 「支援業務を行う事

務所の所在地」 

特記事項 

・２～４つ目 

・登録支援機関の住所についても同時に変更となる場

合には、届出書の変更事項欄及び登録支援機関概要書

（参考様式第２－２号）に記載すること。 

・登録支援機関の名称についても同時に変更となる場

合には、届出書の変更事項欄及び登録支援機関概要書

（参考様式第 2－2 号）に記載すること。 

・添付の登録支援機関概要書（参考様式第２－２号）

には、該当する変更部分のみを記載すること。 

・登録支援機関の住所についても同時に変更となる場

合には、届出書の変更事項欄及び登録事項変更に関す

る届出書別紙（参考様式第４－４号）に記載すること。 

・登録支援機関の名称についても同時に変更となる場

合には、届出書の変更事項欄及び登録事項変更に関す

る届出書別紙（参考様式第４－４号）に記載すること。 

47 P.148 「支援業務の内容及

び実施方法」 

特記事項 

（新設） 「任意的な支援内容」を「有」から「無」又は「無」

から「有」に変更する場合に届出が必要 

48 P.１48 「特定技能外国人か

らの相談に応じる体

制の概要」 

添付書類 

登録支援機関概要書（参考様式第２－２号） 登録事項変更に関する届出書別紙（参考様式第４－４

号） 



49 P.１48 「特定技能外国人か

らの相談に応じる体

制の概要」 

特記事項 

・２つ目 

・添付の登録支援機関概要書（参考様式第２－２号）

には、該当する変更部分のみを記載すること。 

（削除） 

 

 

 

 

50 P.１48 第１ 変更の届出 

【確認対象の書類】 

・２つ目 

（新設） ・登録事項変更に関する届出書別紙（参考様式第４－

４号） 

51 P.１49 【留意事項】 

○１つ目 

○２つ目 

○ 登録事項の変更項目が複数ある場合は、登録事項

変更に関する届出書（別記第２９号の１６様式）の

②Ａ「変更事項」欄に「別紙のとおり」と記載し、

登録事項変更に関する届出書（別記第２９号の１６

様式別紙）（参考様式第４－４号）を添付することと

して差し支えありません。 

○ 添付する登録支援機関概要書については、変更部

分のみを記載し、当該変更部分に英語表記欄がある

場合には、英語表記についても必ず記載してくださ

い。また、添付する登録支援機関概要書は、変更部

分を含む一部のみで差し支えありません。 

○ 登録事項の変更項目が複数ある場合は、登録事項

変更に関する届出書（別記第２９号の１６様式）の

②Ａ「変更事項」欄に「別紙のとおり」と記載し、

登録事項変更に関する届出書別紙（参考様式第４－

４号）を添付することとして差し支えありません。 

○ 添付する登録事項変更に関する届出書別紙（参考

様式第４－４号）について、変更部分に英語表記欄

がある場合には、英語表記についても必ず記載して

ください。 

52 P.152 第４ 支援の実施状

況に関する届出 

【留意事項】 

〇７つ目 

○ 定期的な面談を実施した場合は、面談の実施状況

を記載した定期面談報告書（参考様式第５－５号、

第５－６号）を添付し、面談の内容及び対応結果を

届け出なければなりません。なお、当該面談におい

て、特定技能所属機関における不正行為を把握した

場合には、労働基準監督署やその他関係機関への通

報を行った上で、特定技能所属機関の責任者に対

し、当該不正行為が生じている事実を通知するとと

もに、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は

著しく不当な行為（不正行為）に係る届出書（参考

○ 定期的な面談を実施し、問題の有無にかかわら

ず、定期面談報告書（参考様式第５－５号、第５－

６号）を作成して、地方出入国在留管理局・支局か

ら求めがあった場合には、いつでも提出できるよう

にしておく必要があります。その上で、問題があっ

た場合は、届出書の支援実施状況欄にその旨記載の

上、定期面談報告書の写しとともに提出してくださ

い。他方で、問題がなかった場合は、届出書の支援

実施状況欄にその旨記載し提出する必要がありま

すが、定期面談報告書の写しの添付は不要です。な



様式第３－５号）を地方出入国在留管理局に速やか

に届け出るよう連絡してください。 

お、当該面談において、特定技能所属機関における

不正行為を把握した場合には、労働基準監督署やそ

の他関係機関への通報を行った上で、特定技能所属

機関の責任者に対し、当該不正行為が生じている事

実を通知するとともに、出入国又は労働に関する法

令に関し不正又は著しく不当な行為（不正行為）に

係る届出書（参考様式第３－５号）を地方出入国在

留管理局に速やかに届け出るよう連絡してくださ

い。 

53 P.153 第９章 

第３節 

第１ 登録の取消し 

〇３つ目 

（新設） ○ 特定技能所属機関から委託を受けた登録支援機関

が、その委託に係る支援業務を第三者に委託するこ

とは禁止されているため、法第１９条の３０第１項

の規定に違反したものとして登録支援機関の登録取

消しの対象となります（法第１９条の３２第１項第

３号）。 

54 別紙４  

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



55 参考様式第 

1-6 号 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



56 参考様式第 

1－11 号 

 

 

（削除） 



 



57 参考様式第 

1－11－1
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 （新設） 

 

 

 

 



 



 

 

 
 

 

 



58 参考様式第 

1－11－2

号 

 （新設） 

 

 

 



59 参考様式第 

1－11－3

号 

 （新設） 

 

 



60 参考様式第

1－13 号 

 

 

 



61 参考様式第

1－20 号 

 

 

 

 

 

 

 



62 参考様式第

1－22 号 

 

 

 



63 参考様式第

1－30 号 

 （新設） 

 

 

 



64 参考様式第

2－2 号 

 

 

（削除） 



 



 



 



 

 



65 参考様式第

2－2－1 号 

 （新設） 

 



 



 



 



 



 
 



66 参考様式第

2－2－2 号 

 （新設） 

 



 



 



 



 



 

 



67 参考様式第

2－2－3 号 

 （新設） 

 

 



68 参考様式第

2－2－4 号 

 （新設） 

 
 

 

 



69 参考様式第

2－4 号 

 

  



70 参考様式第

2－6 号 

 

  



71 参考様式第

3－1－1 号 

（記載要領） 

【全般事項】 

１ 

 

 

72 参考様式第

3－1－2 号 

（記載要領） 

【全般事項】 

１ 

  



73 参考様式第

3－2 号 

（記載要領） 

１ 

 

 

74 参考様式第

3－3－1 号 

（記載要領） 

１ 

 

 



75 参考様式第

3－3－2 号 

（記載要領） 

１ 

 

 

76 参考様式第

3－4 号 

（記載要領） 

【全般事項】 

１ 

 

 



77 参考様式第

3－5 号 

（記載要領） 

１ 

 

 

78 参考様式第

3－7 号 

 

 
 



 
 

79 参考様式第

4－3 号 

 

 

 

 



 
 

80 参考様式第

4－4 号 

 

 

 



 



 



 

 
 



 

「１号特定技能外国人支援に関する運用要領-１号特定技能外国人支援計画の基準について-」の一部改正について 

 

令和６年４月１日 

 

 

「１号特定技能外国人支援に関する運用要領-１号特定技能外国人支援計画の基準について-」について、今般、下記のとおり必要な改正を行いました

ので、公表します。 

 

記 

赤字が修正部分 

通し 

番号 

該当ページ 

（改正後） 
改正箇所 現行 改正 

1 P.8 第２ １号特定技

能外国人支援計画

の内容等 

（１）事前ガイダ

ンスの提供 

〔義務的支援〕 

○２つ目 

・３ポツ目 

・入国に当たっての手続に関する事項（新たな入国の 

場合は、交付された在留資格認定証明書の送付を特定

技能所属機関から受け、受領後に管轄の日本大使館・

領事館で査証申請を行い、在留資格認定証明書交付日

から３か月以内に日本に入国すること、既に在留して

いる場合は、在留資格変更許可申請を行い、在留カー

ドを受領する必要があること） 

・入国に当たっての手続に関する事項（新たな入国の 

場合は、交付された在留資格認定証明書の送付を特定

技能所属機関から受け、受領後に管轄の日本大使館・領

事館で査証申請を行い、在留資格認定証明書交付日か

ら３か月以内に日本に入国すること、既に在留してい

る場合は、在留資格変更許可申請を行い、新たな就労先

を所属機関とする在留資格変更許可を受ける（在留カ

ードを受領する）までは、新たな就労先での就労活動は

認められないこと） 

2 P.15 （３－１）適切な

住居の確保に係る

支援 

【留意事項】 

○７つ目 

（新設） ○ 特定技能外国人が居住する住居に付随する家電、

家具、食器などの備品のほか、火災保険、損害保険等

を特定技能所属機関が定期に徴収する場合について

は、当該費用の対価として提供される利益が特定技

能外国人本人に帰属するものであり、かつ、特定技能



外国人が当該利益の提供を受けることを十分理解し

ていることに留意してください。 

  その上で、これらの徴収する費用の請求が実費の

範囲内であり、備品の耐用年数や入居する特定技能

外国人の人数等を勘案して算出した合理的な額であ

れば、特定技能外国人と特定技能所属機関の間で合

意している限りにおいて、要件を満たすものとし、居

住地又はその他費用に算入することができます。 

その際、設置する備品が従物か付加一体物である

か、購入したものか借り上げた（レンタルした）もの

か、又は自己所有物件か借上物件かのいずれかによ

って区別しないこととします。 

   なお、火災保険や損害保険等の利益が特定技能外

国人に帰属するかの判断については、被保険者や保

険金の請求権者が特定技能外国人本人であること

など、保険の内容等を確認の上、当該保険費用の対

価として提供される利益が特定技能外国人本人に

帰属するものであることに留意してください。 

3 P.15 ○９つ目 ○ ここにいう「居室」とは、居住、執務、作業、集

会、娯楽その他これらに類する目的のために継続

的に使用する室をいい、ロフト等はこれに含まれ

ないことに留意が必要です。 

 

○ ここにいう「居室」とは、建築基準法第２条第４

号に規定する「居室」（居住、執務、作業、集会、娯

楽その他これらに類する目的のために継続的に使

用する室）をいいますので、ロフト等はこれに含ま

れないことに留意が必要です。 
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